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隣棟間隔を考える
― 屋根越しの日照と日影規制の測定点
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知っておきたい！  建 築 基 礎 知 識

1. 隣棟間隔はどれくらいが適切か？

　隣棟間隔はいろいろの要因で規定されますが、ここでは日影
の関係からみていきます。前号でも示しましたが、北緯36度の
冬至で太陽が最も高くなる12：00の日影の長さは1.69ですので
（図表1）、隣棟間隔が南側の高さの1.69倍のとき、北側の建物
の地盤面において一瞬太陽が見えたか見えないか状態になり
ます。つまり1.69倍では太陽は当たりません。なぜならば、12：00
を過ぎたその瞬間、太陽の高さは低くなって、南側の建物に
すっかり隠れてしまうからです。
　北側の建物の地盤面で、4時間の日照を得ようとすると10：00
から14：00まで太陽が当たるだけの隣棟間隔を取る必要があり
ます。10：00と14：00の影は方位角30.10度で長さが2.23ですの

で、真北方向の距離
D＝2.23×cos30.10°＝
1.93となります。つまり
隣棟間隔を南側の建
物の高さの1.93倍確
保すれば、北側の建
物の南面のどの窓に
も4時間以上太陽が
あたることになります。
「以上」という意味は、
窓は一般に地盤面よ
り高い位置にあります
ので、その分、地盤面
より長く太陽が当たり
ます。

　人口や世帯数の減少により、住宅にゆとりが求められる時代
に向かうことを考えれば、この数値は今後の一つの目安と言え
ましょう。

2. 日影規制では測定面が設定される

　ここまでは南側の建物が東西方向に無限に長い場合の話
です。東西方向に無限に長い建物の屋根越しに太陽が当たる
ことを考えたものです。実際には、長さは有限ですので、南側の
建物の東側および西側の“脇”から太陽が当たることも期待で
きます。また、北側建物の1階は当たらなくても、2階には太陽が
当たることもあります。
　日影規制（建築基準法56条の2）ではこのため、測定面を設
定して、測定面における日影規制を一定の範囲に納める規定
としています。また、太陽は屋根越しでも、“脇”からでもよく、8：00
から16：00（北海道では9：00から15：00）の間で太陽が当たって
いない時間を規制します。
　測定面は現在では、1.5ｍ（低層住居専用地域ほか）、4ｍ、
6.5ｍ（左記以外）です。住宅の1階にいる人の顔の高さは、「1
階の床面の高さ50cm＋正座した人の床面から顔までの高さ
100cm＝150cm＝1.5ｍ」となります。これが低層住居専用地域
で測定面を1.5ｍとする理由です。中高層住居専用地域では1
階の日照は断念し、2階で考えます。2階にいる人の顔の高さは
「1.5ｍ＋階高2.7ｍ＝4.2ｍ」となりますので、測定面は安全側
（太陽が長く当たる）で4ｍとします。6.5ｍの測定面は近時の改
正で追加されたものですが、2階は断念して3階で考えるもので
す。1階と2階の関係が＋2.5ｍですので、2階の4ｍに2.5ｍを加
えた6.5ｍを測定面とします。
　日影規制では、実質上、図表2の測定面と測定線の交差す

る○印における
日影時間を規制
するものです。な
お、この規定が
創設されたころ
は図表2に示すよ
うに、共同住宅の
階高は2.7ｍ程度
でしたが、昨今で
は1割以上、高く
なっています。図表2●隣棟間隔と日影規制の測定ポイントの関係

図表1●太陽の方位角と影の長さ
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暮らしに合わせて家を変えていく

　シニア世代の要望を、しっかり受け止めた時に「減築」という
選択肢もあります。
　子育て期に購入したマイホームも、子供が巣立てば、夫婦2
人だけの住まいになります。家族が減り、夫婦2人の生活をする
ためのコンパクトな家作りが求められるのは当然のことです。
　そして、やがては1人暮らしとなる日もくるでしょう。4人家族の
スタイルで築かれた家は、今の2人にとっての暮らしにはマッチ
しているとはいえません。ライフスタイルや家族構成の移り変わ
りにあわせて、住みやすく変えていくべきものです。家に暮らしを
合わせるのではなく、暮らし
に合わせて家を変えていく。
マイホームを持つ絶対的な
魅力は、購入後、家を自由に
変えられることです。

最小限の面積をまず
想定する

　家族数が変わる子育て終
了後、人生の再スタートを考
えたとき、「コンパクトな暮ら
し」に憧れ、リフォームを考え
る人が多くなりました。
　その際、自分の生活において必要最小限の面積はどのくら
いなのか、平米数で考えてみてください。ここがライフスタイルに
適した家をつくる第一のポイントです。大きなスペースをポンと与
えられて、そのまま使うよりも、最小限の面積をまず想定し、そこ
から家づくりの検討を行うほうが、快適性の高い住まいを実現
しやすいものです。
　そして、どんなスペースがほしくて、どんなスペースはいらない
のかも話し合いましょう。間取りはリフォームで変更できます。積
年の希望をかなえる間取りに設計しなおし、わが家を今の暮ら
しに適した住まいにつくり変えます。

　減築すれば実面積は減りますが、現実には生活の動線や採
光、通風、温度なども改善でき、無駄なスペースがなくなります
から、家全体が明るく使いやすくなり、かえって広やかな気分で
暮らせるようになります。
　家は間取りよりも、立地や価格、そして敷地形状や方位そし
て道路付けなどの不動産としての価値を重視して選択するこ
とが多いと思いますが、実際に暮らし始めてみた時には、シニア
世代にとって自分が把握できる手の内のわが家で暮らすこと
が、快適生活への近道であり、望みではないでしょうか。

2階建を平屋にした減築リフォームの例

　たとえば、2階建を平屋に
した減築リフォームの例で
は、2人暮らしになったご夫
婦が将来の生活を考え、バ
リアフリー化を実現した家へ
とリフォームされました。生活
面では、どこにいてもお互い
の様子がわかる暮らしとなり
ました。性能面では、耐震性
と断熱性を強化し、風呂や
キッチンなどの設備も一新す
るなど、コンパクトで機能的
な家へと生まれ変わりまし

た。ほとんど使わない2階部分がなくなっただけで、行動動線に
あった範囲で暮らす快適さを手にいれました。これこそスマート
リフォームといえます。
　家をコンパクトにするよさは、まだあります。家にかけるお金や
時間が減るのも大きなメリットでしょう。光熱費を削減できます
し、掃除に費やす時間と手間も軽減できます。生活がスリムにな
り、フットワークも自然と軽やかになることでしょう。
　家は暮らしの延長線上にあるもの。10年後、20年後の自分た
ちの暮らしを夫婦や家族の間できちんと話し合い、家とともに変
化していくことも想定しておくことが大切でしょう。

わかりやすい　　　　　　　　　リフォーム基礎知識

シニア世代の選択肢
自分サイズの家作り「減築」に注目
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